
問市民課（西有家庁舎） ☎７３－６６４７ または各支所

　平日の開庁時間に来庁できない人は、ぜひ臨時窓口をご利用してマイナンバー
カードの申請・受け取りを行ってください。

●と　き…９月までの第２・第４日曜日　午前９時～正午
●ところ…市民課（西有家庁舎） ※受け取りのみ要予約

●申　込…来庁希望日の３日前までに電話で申し込んでください。

休 日 の 開 設

マイナンバーカードの臨時窓口を開設しています

●認定特典
・特設サイト、広報紙への掲載
・認定商品活用推奨事業補助金での活用
・ロゴマークの使用許可
・物産展やメディアでのPR  など

●対象商品
・市内で生産された農林畜水産品
・市内で製造された加工食品、飲料品、
工芸品など

●申請資格…次のすべてに該当する者
・市内に住所または主たる事業所を有する者
・申請商品の生産または販売などの権利を有する者

●〆切…６月30日㈫まで

●申請方法
　申請書に必要事項を記載の上、Ｅメール、FAX、郵送、
持参のいずれかでご提出ください。
※申請書は市ホームページまたは商工観光課にあります。

　市内の優れた商品を市の推奨品として認定し、認定商品の認知度向上、
販路拡大を支援することを目的に「おいしい南島原ブランド認定制度」
を設けています。
　皆さんご自慢の商品をお待ちしています！

特設サイト

問商工観光課（西有家庁舎） ☎７３－６６３３
〒859－2211 西有家町里坊96番地２　Ｅメール： shoukou@city.minamishimabara.lg.jp

「おいしい南島原」ブランド認定商品募集中！

【減免内容】
　水道料金のうち「基本料金」およびそれに係る
消費税相当額
※使用水量に応じて加算される「超過料金」は対象外
※検針票には基本料金減免前の金額が記載されます。

基本料金（税込）が減免された場合のお支払いイメージです。
※基本料金には0～10m³までの使用料を含みます。
　超過料金は10m³を超えた分にかかります（250円/m³・税込、端数調整済みのイメージ）。

●料金のしくみ…水道料金 ＝ 基本料金（0～10m³まで含む） ＋ 超過料金（10m³超分）
→ 今回の減免では、基本料金が免除されます。
→10m³以下のご使用ならお支払いは0円に、10m³を超える分は超過料金（250円／㎥）のみのお支払いとなります。 

【減免期間】
　令和８年７月請求分（６月使用分）～
　令和９年３月請求分（２月使用分）
●対　象…本市と給水契約をしている個人または
　　　　　官公庁を除く事業者
●申　込…不要

　エネルギー・食料品価格などの物価高騰の影響による経済的負担を軽減するため、
水道料金のうち「基本料金」を減免します。

問水道総務課（衛生センター庁舎） ☎７３－６６８５

【物価高騰対策】水道料金を減免します

　この減免について、市職員が銀行やコンビニＡＴＭの操作をお願いすることや
通帳の受け取り、手数料の振込を求めることはありません。
　不審な電話やメールがあった場合は、市役所または警察署へご相談ください。

詐欺に
ご注意ください

水道基本料金の減免イメージ例（口径13mm、20ｍｍの場合）

通常

基本料金
940円

0円

減免後

➡

0～5m³の場合（例：月3m³使用）

減免額 940円／月
基本料金のみ→全額減免で０円に！

通常

0円

減免後

➡

6～10m³の場合（例：月8m³使用）

減免額 1,300円／月
基本料金のみ→全額減免で０円に！

基本料金
1,300円 1,250円

通常 減免後

➡

11m³以上の場合（例：月15m³使用）

減免額 1,300円／月
超過料金のみのお支払い

基本料金
1,300円

超過料金
1,250円

超過料金
1,250円

基本料金（減免対象）

超過料金（減免対象外）

市役所の担当課がわからないときは 南島原市役所　☎73－6600 へ
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松尾白蟻
シロアリ駆除

☎ 8 7 - 5 1 1 2
南島原市加津佐町乙16番地16

創業昭和四年
お任せください！
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